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「まもろう、三条通の景観と品格」  

     「つくろう、にぎわいとコミュニティ」  

【問い合わせ】 

〔地域景観づくり制度について〕 

京都市景観政策課    ☎：075-222-3397 

〔まちづくり活動について〕 

京の三条まちづくり協議会（事務局：西村吉象堂内）  

E-mail：kyo.sanjo.street@gmail.com 

京の三条まちづくり協議会において 

「地域景観づくり協議会」 

の活動が始まっています！ 
～建築主や事業主と本協議会とで意見交換が必要です～ 
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京の三条まちづくり協議会 
【意見交換の進め方（イメージ）】 

意見交換は、関係者の間で三条通の将来像について具体的に話し合い、互いに配慮しあって景観づく

りを進めて行くことができる信頼関係と良好な協力関係を保っていくために行うものです。 

意見交換会開催申請書を提出後、2～4 週間後に意見交換会を開催いたします。 

①  建築主（事業主）から計画概要がわかる「意見交換会開催申請書」ならびに「意見交換資料」

を、京の三条まちづくり協議会の事務局へ提出していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  提出された「意見交換会開催申請書」ならびに「意見交換資料」を、関係するご町内や地域

の皆さまにお配りし、意見交換の実施についてお知らせいたします。 

③  建築主（事業主）と、計画について意見交換会を開催します。 

（複数回、開催する場合があります。） 

④  建築主（事業主）は、意見交換の内容を「意見聴取報告書」にまとめ、協議会へ提出し、確

認をとります。 

⑤  建築主（事業主）は、協議会に確認された「意見聴取報告書」を京都市へ提出します。 

⑥  京都市は、京都市へ提出された「意見聴取報告書」の写し（コピー）を協議会へ提出します。
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